
 

令和２年度第１回人事委員会会議の結果  

   

１ 開催日時 

令和２年４月７日（火） 午後３時３０分～４時１５分 

 

２ 開催場所 

  人事委員会室（さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 県庁第２庁舎３階） 

   

３ 出 席 者 

  【人事委員】  委員長 武笠 正男  

          委 員 森谷 弘史 

        委 員 関口 和代 

【事 務 局】  事務局長ほか７名 

 

４ 議 事 

会議冒頭で、議案第１号、報告第２号、第４号から第６号及びその他１については、埼

玉県人事委員会会議規則第６条第１号の規定に該当するため非公開とすることを決定し

た。 

 

議案第１号「平成３１年（不）第１号事案について」 

  請求人代理人から証人出席承認申出書等が、処分者から証人申出書等が提出されたこと 

 を報告した。併せて、請求人代理人に対して処分者から提出された証人申出書等の副本を 

 送付すること、処分者代理人に対して、請求人代理人から提出された証人出席承認申請書 

 等の副本を送付することについて決定した。 

 

報告第１号「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則等に係る 

      専決処分について」 

  令和２年４月１日付け組織改正等に伴い、次に掲げる規則を改正することについて、規

定に基づき委員長専決した旨を報告した。 

 【改正した規則】 

  １ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

  ２ 管理職手当に関する規則 

  ３ 給料表の適用範囲に関する規則 

 

報告第２号「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に基づく承認に係る専決処分に 

      ついて」 

  令和２年４月１日付け人事異動に伴い、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規

定に基づき、任命権者から申請のあった件を承認することについて委員長専決した旨を報

告した。 

 【承認内容】 

   初任給規則第１０条第１項に掲げる職務の級への決定について 



 

報告第３号「管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則に基づく承認に係る専決 

      処分について」 

  管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について、規定に基づき委員長専

決した旨を報告した。 

 

報告第４号「令和元年（不）第３号事案について」 

  請求人代理人から意見書が提出されたことを報告した。 

 

報告第５号「採用候補者の選考に係る専決処分について」 

  知事から申請のあった採用候補者について、規定に基づき委員長専決した旨を報告した。 

 

報告第６号「昇任候補者の選考に係る専決処分について」 

  各任命権者から申請のあった昇任候補者について、規定に基づき委員長専決した旨を報 

 告した。 

 

報告第７号「人事委員会事務局職員の人事発令に係る専決処分について」 

  人事委員会事務局職員（役付職員）の任免について、規定に基づき委員長専決した旨を 

 報告した。 

 

その他１「令和２年職種別民間給与実態調査について」 

  令和２年職種別民間給与実態調査の状況について説明した。 


